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議案第 21号 

 

 

 

 

直方市学校規模適正化基本計画に基づく複式学級の速やかな解消に 

ついて 

 

 

 

 

直方市学校規模適正化基本計画に基づく複式学級の速やかな解消につい

て、下記のとおり提案する。 

 

 

記 

 

 

中泉小学校の児童数減少に伴う複式学級の速やかな解消のために、令和

9 年 4 月 1 日から中泉小学校を休止し、中泉小学校の通学区域に住所を有

する児童は、令和 9年 4月 1日から下境小学校へ就学するための取組を推

進する。 

 

 

 

 

 

 

 

             令和 8年 1月 22日 

           直方市教育委員会 

教育長 山 本 栄 司    

 

 

提案理由 

 直方市教育委員会事務委任規則第 3 条第の規定により提案するものであ

る。 



複式学級の速やかな解消のために

2026.1.22 教育委員会



【教育的な観点】

・児童生徒の能力を伸ばしつつ、社会的自立の基礎、国家・社
会の形成者としての基本的資質を養う

・集団の中で多様な考えに触れ、～社会性や規範意識を身に
着ける

・一定の児童生徒集団が確保されていること

・バランスのとれた教職員集団が配置されていること

⇒一定の学校規模を確保することが重要

【地域コミュニティの核としての性格の配慮】

・各地域のコミュニティの核としての性格を有することが多い

・防災、保育、地域の交流の場等、様々な機能

・学校教育は地域の担い手であるこどもたちを育む営み

・まちづくりの在り方と密接不可分
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直方市の学校規模適正化 1/2

・直方市の「学校規模適正化」とは、
直方市にとってちょうど良い学校の規模や学校の配置について検討し、
児童生徒の教育条件を改善すること。
・「こどものために」学校規模適正化に取り組むこと。
・学校規模適正化≠学校統廃合であること、前提条件は一切ないこと

「前提となる考え方」

「基本的な考え方」

※児童生徒の教育条件の改善の観点を中心に据え、
学校教育の目的や目標をより良く実現するために行
うべきもの
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直方市の学校規模適正化 2/2

基本指針

• 「目指す学校教育」

• 学校規模の分類

• 学校規模ごとの
対策方針

基本計画

• 目指す学校規模

• 2050年における適正な
学校数・学校配置

• 学校規模適正化への
ロードマップ

実行計画

• 校区再編や学校統合の
具体的なプラン

• 学校施設の整備方針、
優先順位、整備時期

• コスト等の詳細分析

検討委員会からの答申、
市長との協議を経て、
令和6年8月に決定
ゆずれない部分
を定めたもの

検討委員会からの答申
パブリックコメント等
を経て、教育委員会で

令和8年1月に決定

基本計画の決定後に
検討開始する
令和8年度中に

決定予定



「直方市の目指す学校規模」を定め、

「直方市の適正な学校数・配置」の方向性を示し、

「学校規模適正化へのロードマップ」を描く
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直方市学校規模適正化基本計画

小学校：１２～１８学級
中学校：９～１８学級

小学校：３～５校
中学校：２～３校

通学距離・・・おおよその目安

・小学校：４ｋｍ以内

・中学校：６ｋｍ以内

通学時間・・・一応の目安

・１時間以内



2026.1.22 教育委員会 5

複式学級の速やかな解消 1/2

中泉小学校の状況
法令に基づく標準学級なら、令和6年度から複式学級発生だが、
県費による加配、市費での採用により、1学級／1学年で運営中

直方市学校規模適正化基本計画（17ページ）
第6章 推進に向けて
1.今後の進め方
（複式学級の速やかな解消）
小学校、中学校ともに、複式学級が存在する学校は教育上の課題が

極めて大きいため、現に複式学級が存在する（学級編成標準による）
学校については、複式学級の解消のために、学校統合を基本とした対
策に速やかに着手します。

令和6年度 令和7年度 令和8年度（推計）

児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数

1年生 6 1 3
1

4
1

2年生 3
1

5 3

3年生 10 3
1

5
1

4年生 9 1 10 3

5年生 13 1 9 1 10 1

6年生 14 1 12 1 9 1



2026.1.22 教育委員会 6

複式学級の速やかな解消 2/3

●主要な実施項目の説明
・準備・検討段階（R8年1月～6月）

1.統合基本方針の策定
2.統合協議会の設置
（教育委員会、学校関係者、保護者代表等）
3.関係者説明会・意見聴取の実施

・合意形成・決定段階（R8年4月～11月）
4.統合条例案の作成と議会への提案
5.議会での審議・可決、統合方針の正式決定

・実施準備段階（R8年7月～R10年3月）
6新学校名の決定（公募・投票等）
7.校歌等の制作
（作詞家・作曲家の選定、制作、決定）
8.学校運営方針・教育課程の策定
9.教職員人事計画の作成
10.学区調整・通学方法の検討
11.Ａ小学校施設の改修工事
12.教科書・教材の選定・購入
13.児童同士の交流学習
14.保護者・児童への継続的な周知

・統合実施（R10年4月）
15.新学校の開校式・統合式の実施

市立小学校統合の一般的なスケジュール：令和8年1月～令和10年4月



複式学級の解消のためには、

統廃合、校区変更等の方法があります。

「休校」

＝「児童生徒数の減少に伴い学校の教育機能を停止するものの、

将来的な再開の可能性も残しつつ、

学校設置条例から削除しない措置」

※教育委員会の議決による措置

：一般的な統廃合（＝校名変更・条例改正等）

（＝2～3年かけて実行）より、

早期に複式学級の解消が可能

⇒児童生徒の教育条件の改善に資する
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複式学級の速やかな解消 3/3



中泉小から一番距離が近い小学校 ＝ 下境小学校

下境小・中泉小は、どちらも直方第一中学校区

教室数の不足なし・・・次のページにて
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通学距離、学校施設（教室数）



令和8年度（下境小、中泉小） ※推計

令和9年度（下境小＋中泉小） ※推計
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児童数、学級数の推計

1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生

下
境
小

全体 12（通常：9、知的：1、情緒：2）

(通常) 1 1 2 1 2 2
(知的) 1
(情緒) 1 1

中
泉
小

全体 6（通常：4、知的：1、情緒：1）

(通常) 1 1 1 1
(知的) 1
(情緒) 1

児童数 学級数

1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生

下
境
小

全体 25 26 42 30 36 40
(通常) 25 24 36 28 33 37
(知的) 1 5 1
(情緒) 1 1 2 2 3

中
泉
小

全体 4 3 7 5 11 11
(通常) 4 3 5 3 10 9
(知的) 1 2 1 2
(情緒) 1

1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生

下
境
小
＋
中
泉
小

全体 44 29 29 49 35 47
(通常) 44 29 27 41 31 43
(知的) 1 6 2 2
(情緒) 1 2 2 2

1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生

下
境
小
＋
中
泉
小

全体 12（通常：9、知的：2、情緒：1）

(通常) 2 1 1 2 1 2
(知的) 1 1
(情緒) 1

児童数 学級数

下境小：12学級、中泉小：6学級

下境小＋中泉小：12学級



（児童のこと）

①通学距離、方法

②環境変化への対応

（教育課程）

③学校ごとの違い

（施設のこと）

④教室

⑤備品

（地域のこと）

⑥校区を単位とした活動

（その他）

⑦「休校」→統廃合の時期

【対策】

①現状の確認→対策検討
②前年度からの交流を実施

③前年度からの統一した課程で実施

④必要教室の整備

⑤必要備品の整備（移動を含む）

⑥現状の確認及び休校の説明

⑦「実行計画」の中で明確にする
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課題と対策

【課題】

※上記以外にも、課題の整理、対策検討が必要なことがあります。



複式学級の速やかな解消

1月13日 定例教育委員会 「基本計画」議決

「複式学級の速やかな解消」の着手について説明

1月22日 臨時教育委員会 「複式学級の速やかな解消」提案

パターン①
1/22に方針決定
→全体周知
教職員、保護者
議会、地元関係者
保護者説明会
地元報告会
庁内検討会

2月10日 定例教育委員会 パターン②
2/10に方針決定
→全体周知
教職員、保護者
議会、地元関係者
保護者説明会
地元報告会
庁内検討会

2月16日 臨時教育委員会 パターン③
2/16に方針決定
→全体周知
教職員、保護者
議会、地元関係者
保護者説明会
地元報告会
庁内検討会

令和8年
7月14日 定例教育委員会

「複式学級の速やかな解消」
最終決定

令和9年
4月1日～ 下境小＋中泉小
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今後の予定

令和7年度

令和8年度

令和9年度

「方針決定」から「最終決定」までの間で、課題整理・対策検討
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議案第 22号 

 

 

 

 

令和 7年度 1 月補正予算について 

 

 

 

令和 7年度 1 月補正予算について、別紙のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             令和 8年 1月 22日 

           直方市教育委員会 

教育長 山本 栄司 

 

 

 

提案理由 

 直方市教育委員会事務委任規則第 2 条第 1 項第 4 号の規定により提案

するものである。 

 

 



直方市物価高対応子育て応援手当について 

 

こども育成課  

 

1. 事業の目的 

物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く

受けている子育て世帯を力強く支援し、わが国のこどもたちの健やかな成長を支援

する観点から物価高対応子育て応援手当を支給する。 

 

2. 支給対象者 

児童手当支給対象児童（令和７年９月３０日時点）を養育する父母等 

（対象児童数 9,000 人を予定） 

※対象児童には、令和７年１０月１日以降令和８年３月３１日までに生まれた新

生児も含む 

 

3. 給付額 こども一人当たり  一律 ２万円 

 

4. 所要額（10/10 国庫補助 ） 

〇手当分   １億 8,000 万円（対象児童 9，000 人分） 

〇事務費    528 万 5 千円     

合計   1 億 8,528 万 5 千円 

 

5. 実施主体 

令和７年９月３０日時点での児童手当受給者（主たる生計維持者）の住所地である市町

村 

 

6. 支給実施時期（予定） 

〇（１回目）３月上旬 

対象：令和７年９月３０日時点での児童手当受給者（公務員以外） 

※１０月以降～通知書発送（令和８年１月末（予定））までに、直方市で 

出生した新生児の児童手当受給者含む。 

  

〇（２回目）４月下旬 

対象：公務員である児童手当受給者及び１０月１日以降に生まれたこどもの児

童手当受給者  

※１０月以降～通知書発送（令和８年１月末（予定））までに、直方市で 

出生した新生児の児童手当受給者除く。 

  



〇（３回目）５月下旬 

対象：２回目支給締め切り後に申請のあった児童手当受給者 

 

《スケジュール》 

R7  12 月 5 日 オンライン説明会（自治体向け）  
12 月 8 日 物価高対応子育て応援手当所要額見込み調べ（県提出） 

 12 月下旬 予算入力 

 12 月下旬 HP 公開（決まり次第子育て応援手当の内容を掲載） 

R8 1 月下旬 臨時議会（補正予算、予算の繰越 31,853 千円）  
1 月下旬 実施要綱制定 

 1 月末まで HP 公開（子育て応援手当のスケジュール等） 

 2 月 6 日頃 第 1回目対象者通知発送（内容には 辞退者のみ発送後 14 日以

内に辞退の申請 支給日のお知らせも含む） 

 〃 第 2 回目給付金申請の受付開始 

（公務員＆通知書発送後に出生した新生児の児童手当受給者） 

 2 月 20 日頃 第 1回目給付金辞退者〆切 

 3 月 6 日頃 第 1回目給付金支給（R7.9.30＆通知書発送までに出生した新生

児の児童手当受給者） 

 3 月下旬 システム改修 

 4 月下旬 第 2回目給付金支給 

（公務員＆通知書発送後に出生した新生児の児童手当受給者） 

 5 月下旬 第 3回目給付金支給 

（2回目支給締め切り後に申請のあった児童手当受給者） 

 

 


